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令和７年１月
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ご活用ください

大阪府ホームページからダウンロードできます
https://www.pref.osaka.lg.jp/o100040/kenkozukuri/boshi/jidougyakutaibousint.html



【児童虐待早期発見のための体制整備】

■A・Bいずれも満たしていること
（BについてはB-1・B-2の2項目があり、最低でもいずれか片方を
満たしている必要があります）
※虐待を受けている子どもが救急受診する可能性が高い、小児科・産婦

人科・整形外科・外科・脳外科等の救急告示医療機関では、B-1・B-2
の両方の作成が推奨されます。

A 児童虐待に関する外部機関との連携窓口を設置
B-1 児童虐待に関する委員会の設置
B-2 児童虐待対応マニュアルの作成

■申請書提出時において、整備予定の場合は、備考欄に目途を記載のこと

3救急告示医療機関認定マニュアルより抜粋
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■A 児童虐待に関する外部機関との連絡窓口を設置

①平日時間内、②平日時間外、③土日・祝日等
３つの全ての時間帯で窓口が設置されていること。

救急告示医療機関認定マニュアルより抜粋

※連絡窓口となる部署、役職等、氏名、内線番号を記入してください。
担当者不在時の対応について、備考に記入してください。
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■B-1 児童虐待に関する委員会の設置

・設置要綱
・委員名簿
・体制組織図 救急告示医療機関認定マニュアルより抜粋

委員会の意義
①（実質的にも精神的にも）主治医の負担を軽減し役割分担をする。
② 病院として責任を持つ（主治医だけの責任としない）。
③ 病院の中で虐待対応に対する知識を結集する。
④ 虐待の診断に必要な検査や取り組みの提案をする。
⑤ 院内（他科や多科）連携をスムーズにする。
⑥ 院外連携（医療機関連携・地域機関連携）をスムーズにする。

委員会のメンバー
虐待対応は、医学的判断のみならず、子どもとの接し方や生活の仕方などから総

合的に判断されることが多いため、医療職以外のメンバーも含めて検討することが
望まれます。

３点が具体的かつ適切であると確認できること。

子ども虐待予防早期発見・初期対応の視点P36 病院における対応より
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■B-1 児童虐待に関する委員会の設置
●体制組織図（イメージ図）
・「医療機関における子ども虐待予防早期発見初期対応の視点」P.37-38

・「医療機関用対応シート」P.6 に記載

タイプⅠ型
院内虐待対応チーム（委員会）の長が
病院管理職の場合

タイプⅡ型
院内虐待防止対応チーム（委員会）の長が
病院管理職ではなく、小規模のコアメンバー体制
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■B-2 児童虐待対応マニュアルの作成
次の5点全てが具体的かつ適切であると確認できること

• チェックリストもしくはアセスメントシート※
• 児童相談所の連絡先一覧
• 平日時間内の児童虐待対応のフローチャート
• 平日時間外の児童虐待対応のフローチャート
• 日・祝日等の児童虐待対応のフローチャート

救急告示医療機関認定マニュアルより抜粋

３つの時間別で
フローがわかる
もの

フローチャートについて
救急診療場面においては、子どもの身体状況の重症度が高く、かつ、夜間の
診療時間帯等受診や受診の遅れがある場合も多いので、３つの時間別の院内
対応フローチャートを作成してください。

子ども虐待予防早期発見・初期対応の視点 P26参照



・所管児童相談所の連絡先
・市町村児童家庭相談所管

部門
についての連絡先一覧を
作成してください。

（注意）
令和６年より

岸和田子ども家庭センター
⇒貝塚子ども家庭センターへ

移転及び名称変更

池田子ども家庭センター
⇒箕面子ども家庭センターへ

移転及び名称変更

となっております。
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■B-2 児童虐待対応マニュアルの作成について
●「チェックリスト」「アセスメントシート」 ●児童相談所の連絡先一覧

「医療機関用対応シート」P.２-３に記載
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年度 H29 H30 R元 R2 R3

救急告示医
療機関（全
280 ～ 290

件）の院内
体制整備

体制が整備状況把
握アンケート調査

更新・新規33件全
て体制整備を確認

更新・新規167件全
て体制整備を確認

更新・新規103件全てに
体制整備を確認

更新・新規33件全てに
体制整備を確認（うちA、
B-1、B-2全て整備 6件）

更新手続き（3年毎）
20%

70% 100%

体制整備を確認

年度 R4 R5 R6

救急告示医
療機関（全
280～ 290

件）の院内
体制整備

更新・新規169件全てに体制整備
を確認（うちA、B-1、B-2全て整備
36件）

更新・新規98件全てに体制整備を確
認（うちA、B-1、B-2全て整備 38件）

更新・新規36件全てに体制整備を確
認（うちA、B-1、B-2全て整備 12件）

更新手続き（3年毎）

児童虐待防止医療ネットワーク事業 医療機関における児童虐待防止体制整備
フォローアップ事業

フォローアップ事業 保健所立入検査で確認
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■A 児童虐待に関する外部機関（児童相談所､市町村等）
との連絡窓口の設置について

1. 児童虐待に関する外部機関（児童相談所、市町村等）との連絡
窓口を設置しているか。

2. １は、平日時間内、平日時間外、日・祝日等の全ての時間帯で
設置されているか。

3. １は、職員に周知徹底されているか。
4. １～３のすべてが確認できるか。



11

■B-1 児童虐待に関する委員会の設置について

５. 児童虐待に関する委員会を設置しているか。
６. ５は、設置要綱を作成しているか。
７. ５は、委員名簿を作成しているか。
８. ５は、医学的判断のみならず、子どもとの接し方や生活の仕方

などから総合的に児童虐待を判断できるメンバーで構成されて
いるか。（児童虐待対応チーム CPT：多職種協働）

９. ７が図式化された体制組織図が作成されているか。
１０. 児童虐待が疑われる事案が発生した場合は、５が速やかに

開催されているか。（事案の発生が無い場合でも 定期的に
（少なくとも年1回程度）開催し、児童虐待に関する院内体制
の実効性を確認し、必要であれば改善策を立案しているか。）

１１. １０は、会議録が作成・保存されているか。
１２. １０は、院内の職員に周知・伝達されているか。
１３. ５～１２のすべてが確認できるか。
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■B-2 児童虐待対応マニュアルの作成について

１４. “児童虐待対応マニュアル”を作成し、職員に周知徹底して
いるか。（例えば、マニュアルが全ての部署に配布されて
いるか。）

１５. １４には、児童虐待の有無を判断することが可能な
「チェックリスト」もしくは「アセスメントシート」が
あるか。

１６. １４には、児童相談所の連絡先一覧があるか。
１７. １４には、平日時間内、平日時間外、日・祝日等の全ての

時間帯に関する児童虐待対応のフローチャートがあるか。
１８. １４は、必要に応じて実施状況の調査を行い、定期的に

内容の見直しを行っているか。
１９. １４～１８のすべてが確認できるか。
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終わりに

大阪府内における児童虐待対応件数は増加している。

大阪府子どもを虐待から守る条例第９条に基づく年次報告書より
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《問合せ先》
大阪府健康医療部 保健医療室
地域保健課 母子グループ
代表（06）6941－0351（内線2591）


